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第８章．居住誘導区域の設定 

本市の特性・地域性を踏まえ、都市の将来像や目指すべき都市の骨格構造と誘導の方針を

検討し、人口集積状況や公共交通網、生活サービス施設等の配置状況を勘案して、区域等の

設定の考え方を検討・整理します。 
 

８－１．居住誘導区域の基本的な考え方 
（１）居住誘導区域とは  

居住誘導区域は、人口減少の中にあっても一定のエリアにおいて人口密度を維持するこ

とにより、生活サービスやコミュニティが持続的に確保されるよう、居住を誘導しようと

する区域です。 

（２）本市における居住誘導区域の考え方 

 都市マスタープランの土地利用方針の中で「住宅地」及び「商業地」として位置付けら

れているエリアの中から、以下の視点を踏まえて居住誘導区域を検討・整理します。 

〇生活サービス施設が集積する駅前周辺及びその周辺の区域 

〇駅前周辺に公共交通により比較的アクセスしやすい区域 

〇既存ストックを有する市街地部や優れた住環境を有する住宅地 

〇上位計画・関連計画等での位置付けがある住宅地 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
図 都市マスタープランの土地利用方針 

（資料：都市マスタープラン（一部時点修正）） 
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８－２．居住誘導区域の設定方針 
（１）都市計画運用指針における居住誘導区域の考え方 

 市街化区域は、佐倉・根郷地域、臼井・千代田地域、志津・ユーカリが丘地域の 3 地域

に定められています。その面積は市域の約２割とコンパクトに設定されている中で、戸建

て住宅を主体としたゆとりある居住環境は本市の特徴です。 

本市では、市街化区域の約９割を公共交通がカバーしており中心拠点及び生活拠点に公

共交通により比較的容易にアクセスすることができること、市街化区域内に様々な生活サ

ービス施設が分布していること等から、居住誘導区域は市街化区域（全域）を基本としま

す。 

また、都市計画運用指針において居住誘導区域に含まないこととされている区域につい

て、下記の表を基に考え方を整理し、居住誘導区域を設定します。 

 
①居住誘導区域を定めることが考えられる区域 

考え方 

都市機能や居住が集積している都市の中心拠点及び生活拠点並びにその周辺の区域  

都市の中心拠点及び生活拠点に公共交通により比較的容易にアクセスすることができ、都市の中心拠

点及び生活拠点に立地する都市機能の利用圏として一体的である区域 

合併前の旧町村の中心部等、都市機能や居住が一定程度集積している区域 

 
②居住誘導区域に含まないこととされている区域 

各区域 本市での有無 
本市での 

取扱い 

都市計画法第７条第１項に規定する市街化調整区域 有 含まない 

建築基準法第 39 条第１項に規定する災害危険区域のうち、

同条第２項の規定に基づく条例により住居の用に供する建

築物の建築が禁止されている区域 

有 

（＝急傾斜地

崩壊危険区域） 

含まない 

農業振興地域の整備に関する法律第８条第２項第１号に規

定する農用地区域又は農地法第５条第２項第１号ロに掲げ

る農地若しくは採草放牧地の区域 

市街化区域内

では無し 
－ 

自然公園法第 20 条第１項に規定する特別地域 無 － 

森林法第25条又は第25条の２の規定により指定された保安

林の区域 

市街化区域内

では無し 
－ 

自然環境保全法第 14 条第１項に規定する原生自然環境保全

地域又は同法第 25 条第１項に規定する特別地区 
無 － 
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森林法第30条若しくは第30条の２の規定により告示された

保安林予定森林の区域、同法第 41 条の規定により指定され

た保安施設地区又は同法第 44条において準用する同法第 30

条の規定により告示された保安施設地区に予定された地区 

市街化区域内

では無し 
－ 

地すべり等防止法第３条第１項に規定する地すべり防止区

域 

※災害防止のための措置が講じられている区域を除く。 

無 － 

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第３条第１

項に規定する急傾斜地崩壊危険区域 

※災害防止のための措置が講じられている区域を除く。 

有 含まない 

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関

する法律第９条第１項に規定する土砂災害特別警戒区域 
有 含まない 

特定都市河川浸水被害対策法第 56 条第１項に規定する浸水

被害防止区域 
無 － 

 
③原則として居住誘導区域に含まないこととすべき区域 

各区域 本市での有無 本市での取扱い 

津波防災地域づくりに関する法律第 72 条第１項に規定する

津波災害特別警戒区域 
無 － 

災害危険区域（建築基準法第 39 条第１項に規定する災害危

険区域のうち、同条第２項の規定に基づく条例により住居の

用に供する建築物の建築が禁止されている区域を除く。） 

無 － 
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④居住を誘導することが適当ではないと判断される区域（原則として居住誘導区域に含ま

ないこととすべき区域） 

各区域 本市での有無 本市での取扱い 

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関

する法律第７条第１項に規定する土砂災害警戒区域 
有 含まない 

津波防災地域づくりに関する法律第 53 条第１項に規定する

津波災害警戒区域 
無 － 

水防法第 14 条第１項に規定する浸水想定区域 有 

ｐ93及びｐ94の「（２）

本市における居住誘

導区域に含めない区

域の設定」にて整理を

行う 

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関

する法律第４条第１項に規定する基礎調査、津波防災地域づ

くりに関する法律第８条第１項に規定する津波浸水想定に

おける浸水の区域、特定都市河川浸水被害対策法第４条第４

項に規定する都市浸水想定における都市浸水が想定される

区域及びその他の調査結果等により判明した災害の発生の

おそれのある区域 

有 含まない 

 
 
⑤居住誘導区域に含めることについて、慎重に判断を行うことが望ましい区域 

各区域 本市での有無 本市での取扱い 

都市計画法第８条第１項第１号に規定する用途地域のうち

工業専用地域、同項 13 号に規定する流通業務地区等、法令

により住宅の建築が制限されている区域 

有 

（工業専用地

域、特別緑地

保全地区） 

工業専用地域、特別緑

地保全地区について

は含まない 

都市計画法第８条第１項第２号に規定する特別用途地区、同

法第 12 条の４第１項第１号に規定する地区計画等のうち、

条例により住宅の建築が制限されている区域 

市街化区域内

では無し 
－ 

過去に住宅地化を進めたものの居住の集積が実現せず、空地

等が散在している区域であって、人口等の将来見通しを勘案

して今後は居住の誘導を図るべきではないと市町村が判断

する区域 

有 

ｐ93及びｐ94の「（２）

本市における居住誘

導区域に含めない区

域の設定」にて整理を

行う 

工業系用途地域が定められているものの工場の移転により

空地化が進展している区域であって、引き続き居住の誘導を

図るべきではないと市町村が判断する区域 

無 － 
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（２）本市における居住誘導区域に含めない区域の設定 

都市計画運用指針における居住誘導区域の考え方に加え、本市の現況を踏まえ、居住誘

導区域に含めない区域ついて以下のとおり設定します。 

 

居住誘導区域に含めない区域 

〇市街化調整区域 

〇急傾斜地崩壊危険区域 

〇土砂災害特別警戒区域 

〇土砂災害警戒区域 

〇土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第４条第１項に

規定する基礎調査予定箇所（土砂災害防止法の基礎調査予定箇所） 

〇工業専用地域 

〇企業立地を推進する工業系用途地域（志津地区の準工業地域を除く） 

〇特別緑地保全地区 

〇公共の土地利用がされ、居住を誘導することが困難な佐倉城址公園周辺区域 

〇土地区画整理事業の実施を前提として市街化調整区域から市街化区域に編入された

が、事業が実施されていない区域（土地区画整理事業未実施地区） 

 

図 居住誘導区域に含めない区域
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上記に加えて以下の３つの条件全てに当てはまる区域については災害リスクが高いと

判断し居住誘導区域には含めない区域とします。 

 〇洪水浸水想定区域浸水深 3.0m 以上 

 〇将来人口推計（令和 22 年度時点）人口密度 20 人/ha 未満 

 〇避難所等から 500ｍ以上離れている区域

 

 

 

 

図 居住誘導区域に含めない区域② 

 

 

 

  

① 洪水浸水想定区域で浸水深 3.0ｍ以上 

② 将来人口(R22 時点）が 0 人/ha 以上 20 人/ha 未満 

③ 避難所等から 500ｍ以上離れている区域 

三つを全て満たす区域 
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８－３．居住誘導区域の設定 
 本市における居住誘導区域は、居住誘導区域の設定方針を踏まえて、下記のとおり設定し

ます。 

 

 
図 居住誘導区域の設定 

面積（ha)
都市計画区域
面積に対する

割合
都市計画区域 10,359 100.0%
市街化区域 2,424 23.4%
居住誘導区域 2,043 19.7%
佐倉・根郷地域 809 7.8%
臼井・千代田地域 485 4.7%
志津・ユーカリが丘地域 749 7.2%

区域

※居住誘導区域界詳細 

※上記範囲のうち「土砂災害特別警戒区域」、「災害危険区域（急

傾斜地崩壊危険区域）」、「土砂災害警戒区域」、「土砂災害防止法

の基礎調査予定箇所」は居住誘導区域に含まない 

用途地域

第一種低層住居専用地域

第一種中高層住居専用地域

第二種中高層住居専用地域

第一種住居地域

第二種住居地域

近隣商業地域

商業地域

準工業地域

工業地域

工業専用地域

行政界

凡例

居住誘導区域
※特別緑地保全地区 
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第９章． 都市機能誘導区域の設定 
９－１. 都市機能誘導区域の基本的な考え方 
（１）都市機能誘導区域とは 

 都市機能誘導区域は、医療・福祉・商業等の生活サービス施設を都市の中心拠点や生

活拠点に誘導・集約し、これら各種サービスの効率的な提供を図る区域です。 

 

（２）本市における都市機能誘導区域の基本的な考え方（都市機能誘導区域の役割） 

①都市機能誘導区域設定の基本的な考え方 
〇 都市マスタープランでは、市域を４つ（佐倉・根郷地域、臼井・千代田地域、志津・

ユーカリが丘地域、和田・弥富地域）に地域分けをしていることから、各地域に地域

拠点の形成を目指します。 

〇 そのうち、佐倉・根郷地域、臼井・千代田地域、志津・ユーカリが丘地域の３地域

には、都市マスタープランにおける将来都市構造図の中で「地域拠点」に位置付けら

れている（京成佐倉駅・ＪＲ佐倉駅周辺、京成臼井駅周辺、志津駅・ユーカリが丘駅

周辺）を中心として、都市機能誘導区域を検討・整理します。 

〇 地域全体が市街化調整区域である和田・弥富地域には、市独自の区域を別途設定す

ることとします。 

 

②都市機能誘導区域の役割 
〇 本市における都市機能誘導区域は、人口減少を抑制し、人口の維持・増加に向けた

取り組みを推進するため、下記の表のとおり、都市マスタープランの地域ごとに、出

産や子育て支援に関するサービスの確保、日々の買物や行政サービスの利用、日常的

な趣味活動や文化活動・地域活動への参加、かかりつけ医の診察等の日常的な生活行

動がそれぞれの地域内で完結するよう、生活サービス施設の維持・確保を目指します。 

佐倉・根郷 
地域 

都市マスタープラン

による将来都市像 
歴史・文化・産業の核として本市の玄関口となるまち 

都市機能誘導区域 
の役割 

市を代表する文化施設や行政施設の集積を目指す 
日常的な生活行動がそれぞれのエリア内で完結するよ

う、生活サービス施設の維持・確保を目指す 

臼井・千代田地

域 

都市マスタープラン

による将来都市像 
貴重な水辺環境と整備されたまちなみが共存するまち 

都市機能誘導区域 
の役割 

日常的な生活行動がそれぞれのエリア内で完結するよ

う、生活サービス施設の維持・確保を目指す 

志津・ 
ユーカリが丘

地域 

都市マスタープラン

による将来都市像 
多様な生活様式を選択できるにぎわいと活力に満ちた

まち 
都市機能誘導区域 
の役割 

日常的な生活行動がそれぞれのエリア内で完結するよ

う、生活サービス施設の維持・確保を目指す 
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９－２. 都市機能誘導区域の設定方針 
 区域は、区域境界が道路等の地形地物を区域の境界とすることを原則として、以下に示

す考え方に基づいて設定します。 

 

① 都市マスタープランの将来都市構造図の中で「地域拠点」に位置付けられている（京

成佐倉駅・ＪＲ佐倉駅周辺、京成臼井駅周辺、志津・ユーカリが丘駅周辺）を中心と

して、概ね 800ｍ圏（10 分程度で歩ける範囲）で地形、用途地域、土地利用状況等を

勘案して区域を検討します。 

② 800ｍ圏外においても、800ｍ圏に近接して公共施設や商業施設、医療施設、文化施

設等が分布し、用途地域やまとまった街区を形成していること等、拠点の集積性・回

遊性や魅力の向上、市街地の一体性の確保、効率的な生活サービス施設の整備に寄与

すると想定される区域については、区域内に取り込むこととします。 

③ 過去に実施した志津駅周辺都市再生整備計画区域が都市機能誘導区域に含まれる

ように区域を設定します。 

 
図 将来都市構造図（資料：都市マスタープラン（一部時点修正）） 
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９－３. 都市機能誘導区域の設定 
 本市における都市機能誘導区域は、下記のとおり設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 都市機能誘導区域の設定 

面積（ha)
都市計画区域
面積に対する

割合
都市計画区域 10,359 100.0%
市街化区域 2,424 23.4%
居住誘導区域 2,043 19.7%

都市機能誘導区域 415 4.0%
佐倉・根郷地域 240 2.3%
臼井・千代田地域 21 0.2%
志津・ユーカリが丘地域 154 1.5%

区域

＜面積＞                   ＜用途地域別内訳＞ 
面積
（ha)

構成比
構成比
（3種別）

都市機能誘導区域　面積 415 100.0% 100.0%

第一種低層住居専用地域 97 23.5%

第一種中高層住居専用地域 27 6.6%
第二種中高層住居専用地域 10 2.4%
第一種住居地域 91 22.0%
第二種住居地域 95 22.8%
近隣商業地域 58 14.0%
商業地域 37 8.8%
準工業地域 0 0.0%
工業地域 0 0.0%
工業専用地域 0 0.0%

77.3%

用途地
域別の
内訳

住居系

商業系22.8%

0.0% 工業系

凡例

居住誘導区域

都市機能誘導区域

都市再生整備計画区域

用途地域

第一種低層住居専用地域

第一種中高層住居専用地域

第二種中高層住居専用地域

第一種住居地域

第二種住居地域

近隣商業地域

商業地域

準工業地域

工業地域

工業専用地域

行政界
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図 都市機能誘導区域（京成佐倉・ＪＲ佐倉駅周辺）  
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図 都市機能誘導区域（京成臼井駅周辺）  
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図 都市機能誘導区域（志津・ユーカリが丘駅周辺） 
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- 105 -



  

- 106 -



 
 

第 

14 

章 

 
 

第 

13 

章 

 
第１０章 都市機能増進施設の設定 

 
 

第 

12 

章 

 
 

第 

11 

章 

 
第 

８ 

章 

 

第 

９ 

章 

第 

10

章 

第１０章 都市機能増進施設（誘導施設）の設定 
１０－１．都市機能増進施設とは 

 都市機能誘導区域へ立地を誘導すべき都市機能増進施設（以下、誘導施設）は、都市

の居住者の共同の福祉や利便のため必要な施設という観点から、以下の施設が想定さ

れており、これらを表にまとめると以下のとおりとなります。 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

表 想定される誘導施設 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・病院・診療所等の医療施設、老人デイサービスセンター等の社会福祉施設、小
規模多機能型居宅介護事業所、地域包括支援センター、その他の高齢化の中で
必要性の高まる施設 

・子育て世代にとって居住場所を決める際の重要な要素となる幼稚園や保育所等
の子育て支援施設、小学校等の教育施設 

・集客力があり、まちのにぎわいを生み出す図書館、博物館等の文化施設や集会
施設、スーパーマーケット等の店舗や銀行等のサービス業を営む商業施設 

・行政サービスの窓口機能を有する市役所等の行政施設 

出典：都市計画運用指針 

① 医療施設 病院 医療法第1条の5、医療法第4条

診療所（内科）

（外科）

（小児科）

（歯科）

（眼科）

（耳鼻咽喉科）

（産婦人科）

② 老人福祉施設 通所型の老人福祉施設（デイサービスセンター） 老人福祉法第20条の2の2

③
小規模多機能型居宅介護事業所

老人福祉法第5条の2第5項、介護保険法第8条の19に規定のサービスを実
施する施設

地域包括支援センター 介護保険法第115条の46

④
認定こども園

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法
律第2条第6項

保育園 児童福祉法第7条、第39条

子育て支援センター 児童福祉法第6条の3第6項

児童センター・老幼の館 児童福祉法第40条

⑤ 教育施設 幼稚園 学校教育法第1条

小学校 学校教育法第1条

中学校 学校教育法第1条

高等学校 学校教育法第1条

高等教育機関
学校教育法第1条（大学・高等専門学校）、第124条（専修学校）
第134条（専門学校）

⑥ 文化施設 図書館
・佐倉市立図書館の設置及び管理に関する条例
・同条例に基づく図書館・分館と同等の機能を有する図書室

博物館・美術館

・登録博物館　博物館法第2条
・博物館相当施設　博物館法第29条
・国立大学法人法第2条第3項（大学共同利用機関法人人間文化研究機構
国立歴史民俗博物館）

⑦ 集会施設 地域交流センター 音楽ホール、公民館、コミュニティセンター、ヤングプラザ等

⑧ 商業施設 大型小売店舗 生鮮食料品を取扱う延床面積1万㎡超の施設

小売店舗（商店街店舗等） 延床面積1万㎡以下の施設

銀行等、郵便局、簡易郵便局

銀行：金融庁より預金取扱等金融機関の免許・許可・登録等を受けている
業者の窓口を有する店舗
郵便局：日本郵便株式会社法第2条
簡易郵便局：簡易郵便局法第7条

⑨ 行政施設 出張所、市民サービスセンター、派出所

市庁舎

国・県の出先機関

医療法第１条の５に規定する診療所のうち、内科、外科、整形外科、小児
科、歯科、眼科、耳鼻咽喉科、産婦人科のいずれかの診療科目
※外科には整形外科も含む
※産婦人科は、分娩を取り扱う産科、産婦人科とする

高齢化の中で必要
性の高まる施設

子育て支援施設

大分類 小分類 定義
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１０－２．誘導施設の抽出に係る基本的な考え方 
 人口減少や少子高齢化の進行が見込まれる中でも、暮らしの利便性を維持しつつ、魅

力を高めていくため、地域の特性を踏まえ、様々なサービス施設を集積し、回遊性を高

め、交流やにぎわい空間を創出していくことが重要です。 

 そのため、医療・福祉・商業等の生活サービス施設等の適正な立地を図るため、現在

の立地状況や施設や地域ごとの役割、総合計画での取組方針や関連計画等との整合・整

理を図りながら、下記のステップにより施設を抽出します。 

 また、誘導施設の「誘導」は、新規立地の考えだけではなく、既存施設の立地を勘案

しつつ、既存施設の維持や複合化・機能強化等の考えも含むものとします。 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
１０－３．≪抽出手順１≫総合計画での取組方針 
＜総合計画における重点施策＞ 

 令和２年度より第５次総合計画前期

基本計画がスタートし、『笑顔輝き 

佐倉 咲く みんなで創ろう「健康・

安心・未来都市」』を将来都市像とし

て定めました。総合計画では、「定

住・交流人口対策等」「良好な住宅・

住環境の維持・向上等」「産業の活性

化」「健全・持続可能な財政運営の推

進」を課題とし、これらにかかる対策

を重点施策としています。誘導施設の

抽出に当たっても、これらの対策に資

する施設を抽出することとします。 

 

 

 

想
定
さ
れ
る
誘
導
施
設
の
配
置

に
関
す
る
考
え
方
の
整
理 

（
候
補
の
抽
出
） 

≪抽出手順２≫ 

誘
導
施
設
（
候
補
） 

の
立
地
状
況 

≪抽出手順３≫ 

総
合
計
画
で
の
取
組
方
針 

≪抽出手順１≫ 

都
市
機
能
誘
導
区
域
ご
と
の 

誘
導
施
設
の
設
定 

図 総合計画で掲げる基本構想（資料：第 5次総合計画前期基本計画） 
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＜重点施策の取組イメージ＞ 

 生産年齢人口が減少する中、中長期的に、市勢を発展させるため、重点目標に掲げた

施策を重点施策として進めるものとしています。 

 
 図 重点目標及び重点施策（資料：第５次総合計画後期基本計画） 
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＜重点施策の取組イメージと想定される誘導施設との関係性＞ 

 総合計画での取組方針と想定される誘導施設との関係性を示す図は以下のとおりと

なります。その中で、重点目標として掲げる４つの目標を基に、産業経済の活性化や

魅力の発信等による転入促進や転出抑制への取り組みや、将来にわたって住み続けた

いと思えるまちづくりに資する施設を、誘導施設として設定を検討していきます。 
  

老人福祉施設等 

子育て支援施設 

教育施設 

子育て支援施設 

医療施設 文化施設 

集会施設 商業施設 

行政施設 

就労施設 

ライフステージごとの主な施設 全年代に共通する主な施設 

就職 

結婚 

出生 

出産・子育て 

退職・老後 

（凡 例） 

    主に日常に必要な施設 

 

    主に交流等に資する施設 
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１０－４．≪抽出手順２≫想定される誘導施設の配置に関する考え方の整理（候補の抽出） 
生活サービス施設の配置に関しては、その施設が有する役割、規模、利用特性等から、

概ね以下のような区分が考えられます。 
Ａ：中学校区等に分散配置することが望ましい機能 
Ｂ：各地域の拠点や圏域ごとに配置することが望ましい機能 
Ｃ：市を代表する施設として、駅周辺等の拠点や、機能を発揮する上で適切な位置に

配置することが望ましい機能 
誘導施設の設定に当たっては、「Ｂ：各地域の拠点や圏域ごとに配置することが望まし

い機能」及び「Ｃ：市を代表する施設として、駅周辺等の拠点や、機能を発揮する上で

適切な位置に配置することが望ましい機能」を候補として検討します。 

 
表 生活サービス施設の配置に関する考え方 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

① 医療施設

② 老人福祉施設

③
高齢化の中で必要性
の高まる施設

④ 子育て支援施設

⑤ 教育施設

⑥ 文化施設

⑦ 集会施設

⑧ 商業施設

⑨ 行政施設

A
中学校区などに分散配置すること
が望ましい機能

B
各地域の拠点や圏域ごとに配置す
ることが望ましい機能

C
市を代表する施設として、駅周辺な
どの拠点や、機能を発揮する上で
適切な位置に配置することが望まし
い機能

病院

通所型の老人福祉施設

地域包括支援センター

認定こども園・保育園

高等教育機関

幼稚園・小学校・中学校

博物館・美術館

地域交流センター

市庁舎、国・県の出先機関出張所、市民サーﾋﾞｽｾﾝﾀｰ、派出所

診療所（内科、外科、小児科、歯科、眼科、耳鼻咽喉科、産婦人科）

子育て支援センター

児童センター・老幼の館

小売店舗（商店街店舗等）

銀行等、郵便局、簡易郵便局

大型小売店舗

小規模多機能型居宅介護

高等学校

図書館

市庁舎、出張所、派出所、 
市民サービスセンター 国・県の出先機関 
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１０－５．≪抽出手順３≫誘導施設（候補）の立地状況 
 現状の誘導施設（候補）の立地状況を、以下のとおり整理します。 

 
表 都市機能誘導区域の立地状況 

大分類 小分類 

都市機能誘導区域での立地状況 

京成佐倉・ 
ＪＲ佐倉駅周辺 

京成臼井駅周辺 
志津・ユーカリ

が丘駅周辺 

① 医療施設 病院 ○   

    診療所（内科） ○ ○ ○ 

    （外科） ○ ○ ○ 

    （小児科） ○ ○ ○ 

    （歯科） ○ ○ ○ 

    （眼科） ○ ○ ○ 

    （耳鼻咽喉科） ○  ○ 

    （産婦人科） ○ △ ○ 

③ 
高齢化の中で必要

性の高まる施設 
地域包括支援センター 〇 ○ 〇 

④ 子育て支援施設 認定こども園・保育園 〇 ○ 〇 

    地域子育て支援センター 〇 ○ 〇 

    児童センター・老幼の館   〇 

⑤ 教育施設 高等学校 〇   

    高等教育機関 〇   

⑥ 文化施設 図書館 〇 ○ ○ 

    博物館・美術館 〇   

⑦ 集会施設 地域交流センター 〇 ○ 〇 

⑧ 商業施設 大型小売店舗 〇 ○ 〇 

    
銀行等、郵便局、簡易郵便

局 
〇 ○ 〇 

⑨ 行政施設 
市庁舎、出張所、市民サー

ビスセンター、派出所 
〇 ○ 〇 

    国・県の出先機関 〇   

（施設の配置状況 凡例） 
○：立地あり △：鉄道駅徒歩圏内に立地している 空白：立地なし 
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１０－６．都市機能誘導区域ごとの誘導施設の設定 
（１）誘導施設の設定の考え方 

区域内に様々な施設が立地している状況ですが、今後の人口減少等により、施設の

喪失等による生活利便性の低下が懸念されるところです。人口の維持・増加や住み続け

たいと思えるまちづくりのためには、どの世代にとっても日常的な生活を送るうえで

必要となる施設の維持・確保が必要と考えられます。 
また、子育て環境の充実のため、子育て支援施設の確保に努めるとともに、生活を

豊かなものにする地域交流の場等も、立地の維持・確保や機能強化等の観点が重要で

す。これらのことから、以下の考え方により誘導施設を設定します。 
 

表 誘導施設の設定 

生活サービス施設 設定の考え方 

診療所（内科、外科、小児科、

歯科、眼科、耳鼻咽喉科、産婦

人科） 

・身近な医療機関として、初期診療を行う診療所を自宅からの徒歩

圏に加え、拠点にも立地を維持するため設定します。 

地域包括支援センター 

・高齢者の増加が予測される中で、地域包括ケアシステムの中核的

な役割を担うことから、公共交通によるアクセス利便性が高い拠

点での立地を維持するため設定します。 

認定こども園、保育園、 

子育て支援ｾﾝﾀｰ 

・量的な充足とともに、保護者の就労形態の多様化に対応するた

め、自宅からの徒歩圏だけでなく、拠点での立地を維持・確保す

るため設定します。 

児童ｾﾝﾀｰ、老幼の館 
・地域における子育て支援の推進に向けて、拠点に立地を維持・確

保するため設定します。 

高等学校 ・市内の若者の進学先や教育・文化の振興、若者が集うにぎわいの

あるまちづくりとともに、学生たちが通学しやすい拠点での立地

を維持・確保するため設定します。 高等教育機関 

図書館 
・知識・教養の充実のため、各年代における学習の場と機会の提供

を、アクセス利便性の高い拠点で維持するため、設定します。 

博物館、美術館 

・市民の芸術・文化・教養にふれる場を提供するとともに、市内外

からの交流の場としての活用も期待できることから、立地を維持

するため設定します。 

地域交流センター 

・社会教育事業や文化活動を通じて、地域交流・多世代交流に資す

る施設であり、アクセス利便性が高い拠点で維持するため設定し

ます。 

大型小売店舗 
・拠点性を高め、まちのにぎわいや生活利便性に寄与する施設であ

り、現状の立地を維持するため、設定します。 

銀行等、郵便局、簡易郵便局 
・日常生活に必要な施設であり、アクセス利便性の高い区域内で、

今後とも立地を維持するため、設定します。 
出張所、市民ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ、派出

所、市庁舎、国・県の出先機関 

・行政サービスの窓口機能を、アクセス利便性の高い区域内で今後

とも立地を維持するため、設定します。 
※ 病院については量的な充足と公共交通によりネットワーク化がなされている中で、千葉県保

健医療計画との整合を踏まえた検討を引き続き行っていくため、現時点では対象にしません。 
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（２）都市機能誘導区域ごとにおける誘導施設の設定 

  それぞれの都市機能誘導区域で、日常的なサービスの提供を受けられるよう、日常生活

に必要な施設を誘導施設として設定します。 

  また、地域の活性化には地域交流・多世代の交流が必要と考えることから地域交流セン

ターを誘導施設として設定します。 

  その中でも、京成佐倉駅・ＪＲ佐倉駅周辺は、古くから本市の中心部として栄え、現在

でも行政施設が集積し、また歴史・文化資源が豊富にある地域特性を活かして、居住者の

教養・文化活動の向上や活性化を図り、併せて市内外からの来訪者の維持・増加や回遊の

促進等を図る区域とします。 

  これらのことから、都市機能誘導区域ごとの誘導施設を以下のとおり設定します。 

 
表 都市機能誘導区域ごとの誘導施設の設定 

  

医療施設 診療所（内科） ○ ○

（外科） ○ ○

（小児科） ○ ○

（歯科） ○ ○

（眼科） ○ ○

（耳鼻咽喉科） ○ ■

（産婦人科） ○ ☆

高齢化の中で必要性の高
まる施設

地域包括支援センター 〇 ○

子育て支援施設 認定こども園、保育園 〇 ○

地域子育て支援センター 〇 ○

児童センター、老幼の館 ■ ■

教育施設 高等学校 〇 ―

高等教育機関 ■※ ―

文化施設 図書館 〇 ○

博物館、美術館 〇 ―

集会施設 地域交流センター 〇 ○

商業施設 大型小売店舗 〇 ○

銀行等、郵便局、簡易郵便局 〇 ○

行政施設
市庁舎、出張所、市民サー
ビスセンター、派出所

〇 ○

国・県の出先機関 〇 ―

〇

―

京成佐倉・JR佐倉
駅周辺

大分類

■

○

―

○

○

○

○

○

○

小分類

誘導施設

京成臼井駅周辺
志津・ユーカリが

丘駅周辺

〇

〇

〇

○

〇

〇

〇

〇

―

　
　（誘導施設の設定凡例）　○：誘導（維持）　■：誘導（確保）　☆：誘導（補完）　－：設定しない

※： 既に国立大学法人総合研究大学院大学が立地していますが、より多くの若者を幅広く受け入れることで将来の人口確
保・定着や地域活性化を図ることから、総合研究大学院大学の維持とともに、新たな大学の立地誘導を目指すため、大
学を誘導（確保）に設定します。
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（３）凡例区分の考え方 

  誘導施設としての位置付けは、施設の立地状況の違いを勘案して、下記の３つの区分で

設定します。 

  なお、施設の新規立地、移転・廃止等によりその立地状況が変化した場合は、誘導施設

の設定を適宜見直します。 

 
表 凡例区分の設定 

○：誘導（維持）   

・都市機能誘導区域内において、現時点で立地が確認されている

施設は、「誘導（維持）」に位置付け、将来にわたって区域内で

立地を維持することを目指します。 

・「維持」に位置付けた施設の喪失が確認された場合には、「誘導

（確保）」に位置付けを見直します。 

・維持に当たっては、既存施設の現地再建、他施設との連携によ

る機能強化・複合化等を検討します。 

・なお、同様の機能を有する施設が新たに立地する場合には、原

則として立地への支援は行いません。 

■：誘導（確保） 

・都市機能誘導区域内において、現時点で立地が確認されていな

い施設は、「誘導（確保）」に位置付け、区域内に立地するため

の支援施策等を検討します。 

・「確保」に位置付けた施設が区域内で新たに立地する場合は、

「誘導（維持）」に位置付けを見直します。 

☆：誘導（補完） 

・都市機能誘導区域内には立地していないが、駅勢圏 800ｍ圏内

に立地している施設は、「補完」に位置付けます。 

・「補完」に位置付けた施設がある区域について、「補完」と同様

の機能を有する施設が新たに区域内に立地する場合は、原則と

して立地への支援は行いません。 

・一方、「補完」に位置付けた施設が区域内に移転等する場合につ

いては、支援施策等を検討します。 

・また、「補完」に位置付けた施設の喪失が確認された場合には、

「誘導（確保）」として位置付けを見直します。 
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